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「ゼロカーボン北海道」に関する
道の取組について
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地域の脱炭素化に向けて

● 地域の脱炭素化に向け、必要な予算の確保に向けた相談・支援

脱炭素施策
＜国、道＞

地域課題・要望

同時達成をめざす

地域交通

地域振興

少子
高齢化

経済
活性化

まち
づくり

生活の質

防災機能 建物

人口減少

脱炭素化 課題の解決 地域活性化

②相談・支援

①市町村説明会（本日）

タスクフォースと道
による相談・支援
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道の各部における令和３年度事業の概要 (1/2)

4

予算額（千円）

R3

○
バス利用促進等総合対策事業費補
助金

バス利用の促進等のために、高齢者、障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上に資する事業、ま
た、北海道の美しい自然の保全、地球温暖化防止のため、自動車に起因する大気汚染の改善、温室効果ガス排出の抑制に資する
事業を対象に国と協調的に補助する。

700 総合政策部 交通企画課

○
地域づくり総合交付金
（新エネルギー等開発利用施設整備
事業）

公共用施設に導入する北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例第２条第２号に規定する新エネルギー及び天然ガスの開発利
用施設の整備事業に対し支援する。

4,100,000
の内数

総合政策部 地域政策課

○
地域づくり総合交付金
（地域環境サポーター支援事業）

地域の地球温暖化防止や、生物多様性保全のための取組を支援する。
4,100,000
の内数

総合政策部 地域政策課

○
「北海道グリーンビズ」事業所の登
録・認定

環境に配慮した取組を自主的に行う事業所を「北海道グリーン・ビズ」事業所として登録・認定する。本制度への登録・認定により、金
融機関で貸付金利等の優遇が受けられる。

非予算 環境生活部 環境政策課

○
道民環境活動推進費
（北海道環境財団助成費）

北海道環境財団が実施する各事業に対して助成を実施。 49,569 環境生活部 環境政策課

○ 地域バイオマス利活用促進事業費 バイオマス産業都市に位置付けられたプロジェクトへの補助 23,828 環境生活部
気候変動
対策課

○ ３R連携推進
認定製品懇談会の開催
北海道ゼロ・エミ大賞

246 環境生活部
循環型社会
推進課

○ ○ 環境・エネルギー産業総合支援事業
関連ビジネスの育成や道内企業による環境産業への参入等と、省エネ・新エネ施策とを一体的に推進するため、環境・エネルギー産
業に係るマーケティング、開発支援、販路拡大など様々なビジネスの段階において一貫した取組により総合的に支援していく。

66,819 経済部
環境・エネル
ギー課

○
新エネルギー賦存量等推計ソフト活
用支援事業

地域の新エネルギー賦存量を把握するソフトの活用を推進・支援することで、新エネルギーの導入に向けた取組を促進する。 非予算化事業 経済部
環境・エネル
ギー課

○ ○ 中小企業総合振興資金
中小企業者等の経営基盤の強化、事業の活性化を図るため、「中小企業総合振興資金融資制度」の推進に必要な原資を金融機関
に預託して、中小企業者等に対する融資を促進する。
(省エネ・新エネ導入、環境負荷軽減施設の導入、省エネ・新エネに係る新技術の事業化に係る資金の融資等)

450,383,000
の内数

経済部 中小企業課

〇 ほっかいどう企業の森林づくり
CSR（企業の社会的責任）活動として森林整備を希望する企業と、企業等との協働による森林整備を希望する森林所有者との橋渡し
により、森林の公益的機能の増進等を図る。

非予算化事業 水産林務部 森林活用課

○
森林・山村多面的機能発揮対策推
進費

道民の自発的な活動の促進を図るため、地域住民が主体となった民間活動組織が行う森林の手入れ等の取組を支援する。 12,860 水産林務部 森林活用課

○ 森林吸収エコビジネス推進事業
道有林で取得したＪ－ＶＥＲを活用し、道内外の企業にクレジットの販売活動を行うことによって、森林整備に対する理解の促進と
カーボン・オフセット市場の拡大を図る。

800 水産林務部 道有林課

○
地域新エネルギー導入アドバイザー
制度

小水力発電等の再生可能エネルギーによる発電施設等を設置する市町村等に対し、技術・経営の両面からアドバイスを行い、導入
を支援する。
また、市町村等における再生可能エネルギーの普及拡大を目的にモデル事業として建設した沼の沢取水堰発電所での現地研修会
を開催するなどして、小水力発電導入の情報提供を行う。

非予算化事業 企業局 発電課
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道の各部における令和３年度事業の概要 (2/2)
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予算額（千円）

R3

○
地域づくり総合交付金
（省エネルギー・新エネルギー促進事
業）

北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例第２条第１号に定める「省エネルギー」及び同条例第２条第２号に定める「新エネル
ギー」の導入を促進する事業に対し支援する。

4,100,000
の内数

総合政策部 地域政策課

○ 共同購入事業
再生可能エネルギーの更なる普及拡大を目的に、事業者との連携のもと、道民から太陽光発電システム等の購入希望者を募り、競
合購入によるスケールメリットを活かし、価格低減を促すことで、太陽光発電システム等の設置を後押しする。

非予算 環境生活部
気候変動
対策課

○
分散型エネルギーリソース導入促進
事業

太陽光発電や蓄電池などの分散型エネルギーリソースの普及状況や、需要家のエネルギー消費実態を調査するとともに、活用モデ
ルの策定・普及により導入を促進し、需給一体型の新エネルギー活用やエネルギーの地産地消推進に向けた基盤整備を図る。

9,988 経済部
環境・エネル
ギー課

○ 地域資源活用基盤整備支援事業 固定価格買取制度を活用した新エネルギー導入の取組に対し、送電線（自営線）等の整備に要する費用の一部を支援する。 10,000 経済部
環境・エネル
ギー課

○ 地熱井掘削支援事業 地熱資源を活かした発電や熱利用を目的として行う地熱井の掘削に対し支援する。 50,000 経済部
環境・エネル
ギー課

○
地域用水環境整備事業
（小水力発電整備型）

農業水利施設の未利用エネルギーを活用した小水力発電のための施設整備を行う。 1,062,000 農政部 農地整備課

○ ○
エネルギー地産地消事業化
モデル支援事業
（新エネ有効活用モデル）

系統制約の生じている地域の新エネルギーの導入を促進するため、新エネルギーを有効活用するモデルとなる取組を支援する。 30,000 経済部
環境・エネル
ギー課

○
地域新エネルギー導入調査総合支
援事業

新エネルギー導入に向けた導入可能性調査への支援や、地熱や温泉熱の利活用に係る専門家派遣、地熱井等の調査に対する支
援を行う。

22,096 経済部
環境・エネル
ギー課

○ 豊かな森づくり推進事業
森林資源の循環利用の確立による林業・木材産業の成長産業化と地球温暖化防止など森林の有する多面的機能が発揮できる豊
かな森づくりの推進を図るため、森林所有者が計画的に実施する植林へ支援する。

682,000 水産林務部 森林整備課

活動支援
施設整備 ○ 林業・木材産業構造改革事業

木材の生産から流通・加工に至る総合的な国産材の供給体制を形成するため、公共施設の木造・木質化や、木質バイオマスの供
給・利用施設の整備等に対して総合的に支援する。

1,147,813 水産林務部 林業木材課

施設整備
調査設計 ○ ○ 道有施設の新エネ導入加速化事業 道自ら、中小水力発電をはじめとした新エネルギーの導入等のさらなる加速化を図る。 511,435 経済部

環境・エネル
ギー課

研究開発
施設整備 ○ 循環資源利用促進事業 リサイクルのための設備機器の整備や研究開発などへの支援等 1,032,536 環境生活部

循環型社会
推進課

○ ○
エネルギー地産地消事業化
モデル支援事業

地域の特性に応じたエネルギー資源を効果的・効率的に活用し、地域におけるエネルギーの地産地消のモデルとなる取組に対し支
援する。

616,767 経済部
環境・エネル
ギー課

○ ○
エネルギー地産地消事業化
モデル支援事業
（非常時対応型モデル）

地域の特性に応じたエネルギー資源を効果的・効率的に利用し、非常時にも対応可能な地域におけるエネルギー地産地消の事業
化に向けたモデルとなる取組を支援する。

762,458 経済部
環境・エネル
ギー課

○ ○
「ゼロカーボン北海道」貢献への新エ
ネ導入支援事業

「ゼロカーボン北海道」貢献に向け、新エネ導入の一層の加速化を図るため、地域が主体となって行う新エネ導入と、合わせて行う
新エネ導入の効果を増大させる省エネ導入に向けて、地域の新たな取組の掘り起こしや、事業計画等の策定、設計、設備導入の各
段階における支援を行う。

240,000 経済部
環境・エネル
ギー課
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市町村の状況把握

現状・課題の可視化

地域の取組を促進

脱炭素化の進捗に応じた支援策

取組の広がり

「地域の脱炭素化」を全道へ展開

モーダル
シフト

水素自動車
・電気自動車
への転換

レジリエンス
強化

健康で快適な
暮らし

街の
コンパクト化

ゼロ
エネルギー
ハウス

エネルギーの
地産地消

「地域の脱炭素化」の創出・普及

脱炭素モデル地域構築調査検討事業

 事業の概要①（脱炭素モデルの創出・普及）

•2050年までの「ゼロカーボン北海道」の実現に向けては、施策や資源を集中的に投入していく

ほか、地域特性を踏まえた「地域の脱炭素化」を道内各地に広げ、全道的な取組につな
げていくことが必要。
•その着実な遂行に向けては環境・エネルギー分野の他、様々な施策を分野横断的に進める
ことが必要。
•今後の地域の将来像にも大きく関わってくるため、市町村ごとの状況を把握しておくことが必要。

背 景
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地域の特性、課題を把握し
見える化

類型ごとに
将来ビジョンを策定

支援施策の整理・提示
「パートナー地域」の決定

目 的

① 脱炭素化に向けた施策を行う際の基礎となる市町村ごとの情報を収集し、可視化。
② 地域産業などの類型ごとに脱炭素化に向けた将来ビジョンを策定。
③ 脱炭素化の進捗や地域課題の分野に応じた支援施策を整理・提示。
④ 支援策を活用し、道と一緒に取組を前に進める「パートナー地域」の決定。

社会
・少子高齢化
・防災強化
・地域交通

環境
・地域の脱炭素化
・再エネの導入拡大
・次世代自動車

経済
・イノベーション
・ESG投資
・地域振興

分野横断的 地域資源の
利活用

地域特性 地方創生

「パートナー地域」で
事業者、団体などが参加する

協議会を設置し、地域の
合意形成を実践

課題・リソースを把握 → 可視化

＜脱炭素化進捗度・地域特性＞
・市町村アンケートの実施
・GHG排出量、再エネポテンシャル、
森林吸収量について把握と分析

・事業内容・事業推進体制
・期待される効果（GHG削減量）等

１ ２

脱炭素モデル地域構築調査検討事業

 事業の概要②（令和３年度事業内容）

３

４
網羅的な支援施策の検討

（脱炭素化進捗度×分野）

分野1 分野2 分野3 分野4 ・・・

対
応
す
る
支
援
策

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

地域脱炭素化の達成

脱

炭

素

化

進

捗

度

未着手層

分野

交

通 福

祉

観

光
食

産
業

建

物

実践層

検討層

次年度以降
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全国に比べて家庭部門における温室効果ガス排出量の割合が高いことから、道

民の温室効果ガス削減行動の実践強化のため、行動科学の知見（ナッジ）を
活用し、行動変容を促す有効な手法を構築

脱炭素社会に向けた行動変容促進事業

 目 的

道民の温室効果ガス削減行動の促進

行動科学の知見の活用により、人々が自分自身にとって

より良い選択を自発的に取れるように手助けする政策
手法

費用対効果が高く、自由度のある新たな政策手法とし
て注目されており、世界各国があらゆる政策領域に活用

日本では、2017年4月に日本版ナッジ・ユニットが発足
（事務局：環境省）。環境省では、脱炭素社会づくり

に向けて行動変容を後押しするため、ソフト施策への

ナッジ開発を推進

ナッジ：科学に基づく行動変容促進のアプローチ

宿泊事業者におけるタオル再利用率向上策に適用。
従来方策（モラル訴求）に比べ14.2%向上。

省エネ分野でのナッジ適用例
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• 道民の温室効果ガス排出に関する行動特性を調査分析の上、その結果

に基づき、行動科学の知見（ナッジ等）を活用した行動変容を促す有効
な手法を構築する。

• 委託期間：令和3年6月～令和4年2月

脱炭素社会に向けた行動変容促進事業

 事業内容

9

行動
調査

手法
構築

❶ 行動実態調査

・道民のCO2排出行動の実態
及び特性を把握し、阻害要
因を洗い出す

【調査項目】
・暖房、給湯、再エネ利活用
状況など

【実施手法】
・文献調査、Webアンケート調査、
ヒアリング調査

事業フロー

❷ 手法構築

・調査結果を基に、ナッジを活用
した行動変容に有効な手法を
設計

・効果検証（Web実証）により
手法を確立し、道内の関係主
体に横展開を図る

高い費用対効果と成果の見える化を両立する手法を確立
多様な主体に横展開し、ゼロカーボン北海道の実現へ！



完璧な
注意力
（Attention）

「隅から隅まで見る」
認識する？
（KPI）

行動する？
（アウトカム）

・目を通そう
・不要かな..etc

・交換しよう
・面倒くさい..etcLED照明への

交換促進を！

従来施策の範囲（現状） 本来得たい成果
例

従来施策の多くが、KPIとアウトカムの設定が不十分で、アウトプット中心の構築
今後はアウトカム思考での事業設計が求められ、そのためには根拠に基づきながら、等身大の人間の行動を想定した

効果のある立案とその実践が必要 → 行動科学、ナッジの活用

置かれている環境（時間・場所等）に応じて、人は特定のバイアスがかかり、意識や行動の選択を変える

→ 行動変容を促すためには、ペルソナ（ユーザー像）を設定し、人の行動特性を理解した上で実践することが重要

本質的な成果は情報発信数（アウトプット）ではなく現実の行動変容（アウトカム）

効果的に行動変容を促進する行動科学の知見を活用しながら、本質的な成果を追求！

 補足（事業の必要性）

情報発信
（アウトプット）

脱炭素社会に向けた行動変容促進事業
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太陽光発発電及び蓄電池システム共同購入事業

目 的

道民に対し、太陽光発電等の購入希望者を募り、スケールメリットを活かした価

格低減を促し、太陽光発電等の設置を後押し

家庭での再エネ導入の促進
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太陽光発発電及び蓄電池システム共同購入事業

事業体制

①協定締結

北海道

施工事業者 一般家庭及び事業所（10Kw未満）

太陽光発電、蓄電池
購入 ・ 設置 ・ 利用

競争入札

④落札後、機器設置契約

アイチューザー
共同事業体

審査

②参加周知 ③参加申請③参加申請

札幌市

②参加周知

共催

広報

事務局

登録

共同購入事業スキーム

⑤契約確認

対象地域：
さっぽろ連携中枢都市圏
（札幌市含む１２市町村）

小樽市

南幌町

岩見沢市

江別市

千歳市

恵庭市
北広島市 石狩市 当別町

新篠津村長沼町

統括・広報
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太陽光発発電及び蓄電池システム共同購入事業

自治体事例

太陽光発電システム

太陽光発電システム+蓄電池

ハイブリッド型蓄電池

1,136,850円
（税込）（施工費込）

※太陽光パネル15枚（3.9kW）設置の場合

2,459,600円
（税込）（施工費込）

1,322,750円
（税込）（施工費込）単機能型蓄電池

17％ off市場価格より

14％ off

17％ off

23％ off

市場価格より

市場価格より

市場価格より

参考：大阪府共同購入結果（2020年度）
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太陽光発発電及び蓄電池システム共同購入事業

チラシ
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令和3年度（2021年度） 新エネルギー関連補助事業について（追加募集分） 
 

令和3 年（2021 年）9 月 

北海道 経済部 環境・エネルギー局 環境・エネルギー課 省エネ・新エネ促進室 

 

１ 募集中の補助事業（概要） 

 

２ 募集期間 

  令和 3 年（2021 年）7 月28 日（水）から 令和3 年（2021 年）9 月29 日（水）まで 

事 業 名 内     容 条 件 等 

「ゼロカーボン北海道」貢献への 
新エネ導入支援事業 

（新エネルギー設計支援事業） 

将来的な新エネルギー設備の導入と、合わせて行う新エネル
ギーの導入効果を増大する省エネルギー設備の導入を前提
とした設備の設計及びその設計に要する調査を支援する。 

○補助対象者：市町村 
市町村と企業等とのコンソーシアム 

○補助率：1/2 以内 
○上限：500 万円 

「ゼロカーボン北海道」貢献への 
新エネ導入支援事業 

（新エネルギー設備導入支援事業） 

地域のエネルギーと経済の地域循環により、持続可能な地域
づくりに資する新エネルギー設備導入と、合わせて行う新エネ
ルギーの導入効果を増大する省エネルギー設備導入を支援
する。 

○補助対象者：市町村 
市町村と企業等とのコンソーシアム 

○補助率：1/2 以内 
○上限：5,000 万円 

地域資源活用基盤整備支援事業 
固定価格買取制度を活用した新エネルギー導入の取組に対
し、送電線等の整備に要する費用を支援する。 

○収益から補助金返還を条件 
○補助対象者：企業等 

市町村と企業等とのコンソーシアム 
○補助率：1/2 以内 
○上限：1,000 万円 

エネルギー地産地消事業化モデル 

支援事業 
（新エネ有効活用モデル） 

系統制約が生じている地域の新エネルギーの導入を促進する
ため、新エネルギーを有効活用するモデルとなる取組に対し支
援する。 

○補助対象者：市町村 
市町村と企業等とのコンソーシアム 

○補助率：定額(10/10 以内) 
○上限：1,000 万円 



 
 

「省エネ・新エネ促進・関連産業振興ワンストップ窓口」を 

ご活用ください 
 本道の省エネ・新エネの促進や関連する産業の振興を図るため、市町村の省エ

ネの促進や新エネの導入、企業の環境関連産業参入や技術開発など様々な相談に

対応する「省エネ・新エネ促進・関連産業振興ワンストップ窓口」を設置しました。 
 

「省エネ・新エネ促進・関連産業振興ワンストップ窓口」の概要 
 
◇総合相談窓口 北海道経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー課 
        省エネ・新エネ促進室 
        ※電話番号、メールアドレス等は下記「お問い合わせ先」をご参照ください。 
 
◇相談対象者 省エネ促進や新エネ導入を検討している市町村 
        環境関連産業参入や技術開発等の課題を抱えている企業等 
 
◇相 談 内 容 新エネ導入等に係る支援制度、省エネ・新エネ関連の技術開発や導入に 

関する相談 など 
 
◇対 応 方 法 上記の総合相談窓口と各振興局・総合振興局産業振興部商工労働観光課（省

エネ・新エネサポート窓口）、北海道企業局発電課、北海道立総合研究機構
が相互に連携・協力しご相談にお応えします。 
（裏面の相談窓口一覧をご覧ください。） 

 

 
【相談体制のイメージ】 

お問い合わせ先 
 
北海道 経済部 環境・エネルギー局 環境・エネルギー課 省エネ・新エネ促進室  
住 所：札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 本庁舎 8階  
T E L：011-204-5319  
E-mail：keizai.kanene1@pref.hokkaido.lg.jp  



○総合相談窓口

◆北海道経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー課 省エネ・新エネ促進室
札幌市中央区北３条西６丁目
TEL 011-204-5319
メール keizai.kanene1@pref.hokkaido.lg.jp

※なお、技術的相談については必要に応じ総合相談窓口から地方独立法人北海道立総合研究

機構（産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所 等）にお繋ぎいたします。

○相談窓口

◆各総合振興局・振興局産業振興部商工労働観光課（省エネ・新エネサポート窓口）

空知総合振興局 岩見沢市８条西５丁目 0126-20-0062

石狩振興局 札幌市中央区北３条西７丁目 011-204-5179

後志総合振興局 虻田郡倶知安町北１条東２丁目 0136-23-1364

胆振総合振興局 室蘭市海岸町１丁目４番１号 0143-24-9591

日高振興局 浦河郡浦河町栄丘東通５６号 0146-22-9282

渡島総合振興局 函館市美原４丁目６番１６号 0138-47-9462

檜山振興局 檜山郡江差町字陣屋町３３６－３ 0139-52-6642

上川総合振興局 旭川市永山６条１９丁目 0166-46-5941

留萌振興局 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8442

宗谷総合振興局 稚内市末広４丁目２－２７ 0163-33-2926

オホーツク総合振興局 網走市北７条西３丁目 0152-41-0637

十勝総合振興局 帯広市東３条南３丁目 0155-26-9045

釧路総合振興局 釧路市浦見２丁目２番５４号 0154-43-9183

根室振興局 根室市常盤町３丁目２８番地 0153-24-5619

◆北海道企業局発電課
札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館１０階
TEL 011-204-5905

※企業局では、市町村等が行う水力発電導入などのご相談にお応えします。


